
ＣＳＲ活動
の推進

企業版ふるさと納税で

企業版ふるさと納税とは、志ある企業の皆様が、寄附
を通じて釧路市が行う地方創生の取り組みを応援した
場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。

北海道釧路市 都市経営課企画担当
（電話）０１５４（３１）４５０２
（メール）to-kikaku@city.kushiro.lg.jp

北海道釧路市 東京事務所
（電話）０３（３２６３）１９９２
（メール）so-tokyo@city.kushiro.lg.jp

お問い合わせ・寄附のお申し込み先

➢出身・創業地を応援することで、

市民の愛着や希望に！

➢支店や営業所の周年に合わせた

地域貢献に！

➢地域での知名度を向上させたい！

企業版ふるさと納税は

御社のＰＲやイメージアップにつながります！
釧路市のホーム
ページなどにご寄
附頂いた企業を掲
載します！

釧路市企業版ふるさと納税

損金算入による
軽減効果

約３割

特例措置による
税額控除

最大６割

企業
負担

約１割

【寄附額】

※適用される税制については、個々の企業によって異なる場合がありますので、税務署などにご確認ください。

例えば、100万円寄附すると、
税の軽減効果が90万円で、
実質的な企業負担は10万円に！

寄附額の最大９割が軽減され、
実質的な企業の負担が約１割まで
圧縮されます！

企業の
ＰＲ効果

ＳＤＧｓ
の達成



釧路市の地方創生に向けた取り組み

基本目標１
地域の魅力を生かして、経済・産業・
交流人口・関係人口の拡大を目指す

基本目標２
雇用・就業機会の創出と地域を支える
人材育成・人材確保を図る

基本目標３
地域が支え、安心して働ける環境をつくる

基本目標４
持続可能なまちをつくる

寄附
要件
など

・対象となる寄附は、１０万円以上です。

・寄附できる企業は、釧路市外に本社がある企業です。

本社…地方税法における「主たる事務所又は事業所」

・寄附をいただく取組は、ご意向を踏まえて、釧路市の地方創生に
向けた取組の中から選んでいただきます。

※寄附に対する返礼品を含めた経済的な見返りは、法令で禁止されています。

・自然文化を生かした観光地域づくり

・農林水産業の成長産業化

・「食」の高付加価値化

・地場産品の販路拡大 など

・地域を支える人材の確保

・地域特性を生かした企業誘致

・移住・定住の促進及び関係人口の創出 など

・医療体制の整備

・安心して子どもを生み育てられる環境づくり

・子どもの成長を支える環境づくり など

・物流拠点機能の充実

・地域のつながりを生かした安全・安心なまちづくり

・コンパクト・プラス・ネットワークの推進 など

【釧路湿原やアイヌ文化を生かした観光地域づくり】

【フキを利用した伝統の富貴紙商品の開発】

【釧路港の開発整備促進】

【公共交通の維持確保と再構築
～バス待合環境の整備等】

【地元企業を紹介する説明会の開催】

【長期滞在者向け釧路湿原ウォークの開催】

第2期釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標と取り組みの一部を紹介します。

【釧路・根室三次医療圏の中核を担う
市立釧路総合病院の医療体制の充実】

【子どもの健やかな成長に資する
教育環境の充実】


